
等級別発注基準額及び基準点数の見直しについて 

 

１ 見直しの概要 

（１）等級別発注基準額について 

⚫ 県では、公共工事の入札参加希望者を、「土木工事」、「建築工事」などの７種類の工事に

分類し、事業者の経営規模や経営状況、技術力等を踏まえて計算される「等級別格付基準

点数（以下「基準点数」という。）」に基づいて、Ａ～Ｄ（造園工事はＡからＣ）の等級区

分を定めて入札参加資格を２年更新で認定（現在は、令和７・８年認定）しています。 

 

⚫ また、各等級区分ごとに入札に参加可能な発注金額（以下「等級別発注基準額」という。）

を競争入札の参加者の資格に関する規則で定めています。 

 

⚫ 国土交通省では、令和２年以降の物価上昇を踏まえて、令和７年度の発注工事から、発注

標準額を一律 1.14倍へ改正したことから、これに合わせて本県も同様の率で改正します。 

 

⚫ また、電気工事・管工事は、等級区分Ｄの業者数の減少を踏まえ、区分Ｄを廃し３区分と

します。 

 

⚫ さらに、水道施設工事は、随意契約が 400万円まで可能となったことを踏まえ、等級区分

Ｃの下限額を廃止します。 

 

（２）基準点数について 

⚫ 基準点数の算定基礎の一つに「完成工事高」があることから、物価上昇を踏まえた等級別

発注基準額の見直しと併せ、７種類全ての工事及び全ての等級区分において、現行の基準

点数に 10点増とします。 

 

２ 今後のスケジュール 

⚫ 次回、令和９・10年度の名簿の認定申請の受付を令和８年 10月から行うため、それに向

けて年明けから県民意見募集（パブリックコメント）を行い、特段の意見が無ければ案の

とおり改正を行います。 

令和８年 １月上旬～２月上旬 規則改正について県民意見を募集 

３月下旬      改正規則を公布 

（令和８年４月１日施行、令和９年４月以降の工事に適用） 

R7年 12月 建設業課 



改正案　

別表第２　等級別発注基準額

（改正案） （現行）

別表第３　等級別発注基準額（知事が特別に認めた場合に適用）

（改正案） （現行）

1億6,000万円以上
5億7,000万円未満

1,500万円以上
1億1,000万円未満

3,000万円以上
2億4,000万円未満

3,500万円以上
3億1,000万円未満

4,500万円未満 9,000万円未満

水道施設工事

3,000万円以上
2億4,000万円未満

300万円以上
8,000万円未満

4,000万円未満

電気工事
及び管工事

1,400万円以上
1億円未満

4,000万円未満

1,000万円未満

建築工事

1億4,000万円以上
5億1,000万円未満

3,000万円以上
2億7,000万円未満

1億円未満Ｄ Ｄ

ＣＣ

Ｂ Ｂ

　工事の
　　種類
等級

水道施設工事
　工事の
　　種類
等級

建築工事
電気工事
及び管工事

1億1,000万円未満 4,000万円未満

水道施設工事 造園工事
　工事の
　　種類
等級

土木工事 建築工事
電気工事
及び管工事

舗装工事

2,500万円
以上

Ｂ

3,000万円
以上

1億8,000万円
未満

1億6,000万円
以上

4億4,000万円
未満

1,500万円
以上

9,000万円
未満

2,000万円
以上

1億3,000万円
未満

3,000万円
以上

1億8,000万円
未満

5,500万円
未満

Ａ
7,000万円

以上
3億2,000万円

以上
6,500万円

以上
4,500万円

以上
6,500万円

以上

水道施設工事 造園工事

2,500万円
未満

Ｄ
3,000万円

未満
9,000万円

未満
2,000万円

未満
3,000万円

未満

Ｃ

600万円
以上

7,000万円
未満

3,500万円
以上

2億4,000万円
未満

3,500万円
未満

600万円
以上

4,500万円
未満

6,500万円
未満

　工事の
　　種類
等級

土木工事 建築工事
電気工事
及び管工事

舗装工事

6,000万円
以上

2,000万円
以上

Ｂ

2,500万円
以上

1億8,000万円
未満

1億4,000万円
以上

3億9,000万円
未満

1,400万円
以上

8,000万円
未満

1,500万円
以上

1億1,000万円
未満

3,000万円
以上

1億8,000万円
未満

5,000万円
未満

Ａ
6,000万円

以上
2億8,000万円

以上
5,500万円

以上
4,000万円

以上

300万円
以上

6,000万円
未満

2,000万円
未満

Ｄ
2,500万円

未満
8,000万円

未満
800万円

未満
1,500万円

未満
3,000万円

未満

Ｃ

500万円
以上

6,000万円
未満

3,000万円
以上

2億1,000万円
未満

3,100万円
未満

500万円
以上

4,000万円
未満



改正案　

別表　等級別格付基準点数

（改正案） （現行）

管工事 舗装工事 造園 水道施設

940点以上 820点以上 930点以上 790点以上 890点以上

土木工事 建築工事 電気工事

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ 930点以上 860点以上 Ａ 920点以上

920点未満
740点以上

土木工事

Ｄ

Ｃ
740点未満
610点以上

610点未満

Ｂ

930点以上

930点未満
810点以上

810点未満
640点以上

640点未満

電気工事

850点以上

850点未満
700点以上

700点未満
540点以上

540点未満

建築工事

780点以上

780点未満
610点以上

610点未満

管工事 舗装工事 造園

810点以上

810点未満
690点以上

690点未満
530点以上

530点未満

920点以上

920点未満
700点以上

700点未満
620点以上

620点未満

水道施設

880点以上

880点未満
750点以上

750点未満
590点以上

590点未満

790点未満
620点以上

890点未満
760点以上

750点未満
620点以上

820点未満
650点以上

710点未満 700点未満
710点未満
630点以上

620点未満
760点未満
600点以上

930点未満
750点以上

940点未満
820点以上

860点未満
710点以上

820点未満
700点以上

930点未満
710点以上

600点未満620点未満 650点未満 630点未満


